
仕 様 書 

 

 

１ 委託者 

  日本赤十字社広島県支部（住所：広島市中区千田町 2丁目 5番 64号） 

 

２ 業務名称 

  活動資金募集用ダイレクトメール資材の作成、データ印字及び封入封緘業務 

 

３ 業務内容 

（１）活動資金募集用ダイレクトメール資材の作成業務 

  ア 振込用紙兼依頼書 

（ア）数  量  ２０，０００部 

（イ）仕 様  サンプルのとおり 

（ウ）特記事項   

・サンプルをベースに一部文面、デザインの変更をすること。 

・デザイン用素材は、PDF、jpeg又は aiの形式で提供する。 

・印字位置の確認のため校了データをテストプリントし、広島県支部へ 

確認すること。 

・校正については３回程度とする。 

イ 封入用封筒 

  （ア）数  量  ２０，０００部 

  （イ）仕  様  ＯＰＰ・開封テープ付・透明タイプ 

           厚 0.03mm×巾 225mm×高 310mm+テープ 40mm程度 

（ウ）特記事項   

・日本赤十字社のロゴ等を使用すること。 

・デザイン用素材は、jpeg又は aiの形式で提供する。 

  ウ 日本赤十字社のご案内（冊子） 

（ア）数  量  ２０，０００部 

＜内訳＞個人用１３，６００部＋法人・団体用６，４００部 

（イ）仕  様  小冊子（A4・中綴じ・普通紙・両面フルカラー・12頁） 

（ウ）特記事項 

  ・発注者の提供するラフ版（PDFファイル）に基づき作成すること。 

  ・デザイン用素材は、PDF、jpeg又は aiの形式で提供する。 

  ・一般用、法人団体用でパンフレットの内容は一部異なる。 

（２）データ印字業務及び封入・封緘業務 

  ア 予定数量  １９，８００件 

          ＜内訳＞5月・1回目 １１，０００件 

              9月・2回目  ８，８００件 

 



 

  イ 作業内容   

・データ印字は、上記３（１）アで作成した資材にデータ（個人情報含む） 

を印字すること。なお、提供するデータ形式は CSVとする。 

   ・上記３（１）イの封筒に別紙１を参照の上、種別毎の封入物を入れ、封緘する 

こと。 

  ウ 特記事項   

・データの印字項目は以下のとおりとする。 

   「地区コード・社員コード・グループ番号・名称・郵便番号・住所・お願い文」 

   ・印字のレイアウトは、別紙２を参照すること。 

 

４ 納品 

（１）完了期日等 

   上記３業務の完了期日、納品期日等は別表のとおりとする。 

具体的な日時は別途協議することとし、予め発注者の承認を得た場合は、期日を

変更できるものとする。 

（２）特記事項 

  ・上記３（２）完了後に、段ボールに種別ごとに詰めて納品すること。 

・段ボールの上面・側面に種別を表示し、郵便番号および社員コード順に小さい方

から並べて梱包すること。 

・段ボールの箱数は、納品前に事前に連絡すること。 

  ・すべての業務完了後、資材に余剰が生じた場合は、業務完了から 1ヶ月以内に 

すべて納品すること。 

（３）校了データ等 

  ・電子データ（Adobe、イラストレーター及び PDF形式にて完了期日までに送信 

   すること。 

 

５ その他 

（１）個人情報の取扱い 

   受託者は、本件業務の委受託契約とは別に、個人情報の保護に関する契約を締結

すること。個人情報の取り扱いをする者はプライバシーマーク使用許諾事業者で 

あること。受託者は委託者にこれを証明する書類を提出すること。 

（２）第三者への委託について 

   本件業務の一部又は全部を第三者に委託し、かつ当該第三者に個人情報を提供 

する場合は、委託者と締結した契約と同等の条件で、当該第三者と契約を締結する

こと。この場合、当該第三者と締結した個人情報の保護に関する契約書の写しを 

委託者に提出すること。 

（３）予定数量について 

上記３（２）の予定数量は、過去実績に基づく概算数量であること。実際の数量

は、別途委託者から指示すること。なお、予定数量と実績数量に 10％以上の増減が



生じた場合、受託者は契約単価の変更について委託者と協議することができるもの

とする。 

 

（４）著作権について 

上記３（１）の著作権及び使用権は、納品完了後に委託者に帰属するものとする。 

（５）校正について 

上記３（１）は予め校正版を委託者に提出の上、承認を得ること。 

（６）契約金額について 

   以下ア、イの合計を契約金額とする。但し、イの請求金額は当該契約単価に実績

数量を乗じた金額とすること。 

ア 上記３（１）・・・契約単価に数量を乗じた金額とする。 

イ 上記３（２）・・・契約単価に予定数量を乗じた金額とする。 

（７）見積書について 

   受託者は、契約金額に対し、上記３（１）、（２）の各々の内訳を記載した見積

書を提出すること。この見積書に記載された金額を以って、契約単価とすること。 

   なお、見積書の記載事項は別紙３のとおりとする。 

    

以上


